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戸
籍
の
謄
本
や
抄
本
な
ど
の

名
称
と
書
式
が
変
わ
り
ま
す

　

電
算
化
移
行
後
は
、
左
下
の
表
の
と
お

り
戸
籍
謄
本
・
抄
本
の
名
称
や
書
式
、様
式

な
ど
が
変
わ
り
ま
す
。

現
在
の
戸
籍
謄
本
と

電
算
化
後
の
全
部
事
項
証
明
書

　

現
在
の
戸
籍
謄
本
は
、
下
の（
図
１
）の

よ
う
な
表
記
で
す
。

　

電
算
化
後
の
全
部
事
項
証
明
書
は
、
下

の（
図
２
）の
よ
う
な
表
記
と
な
り
ま
す
。

戸
籍
の
附
票
も

併
せ
て
改
製
さ
れ
ま
す

　

戸
籍
の
附
票
は
、
戸
籍
と
住
民
票
を
結

び
つ
け
る
も
の
で
、
戸
籍
に
記
載
さ
れ
て

い
る
方
の
住
所
の
履
歴
が
記
録
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

戸
籍
事
務
の
電
算
化
に
よ
り
、
附
票
も

改
製
し
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
で
処
理
し
ま

す
。現
在
の
附
票
は「
改
製
原
附
票
」と
な

り
ま
す
。電
算
化
移
行
後
の
附
票
に
は
、

改
製
時
の
住
所
が
記
載
さ
れ
、
そ
の
後
住

所
異
動
が
あ
れ
ば
記
載
が
追
加
さ
れ
て

い
き
ま
す
。電
算
化
以
前
の
住
所
の
記
録

が
必
要
な
場
合
は
、
改
製
原
附
票
を
請
求

し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

❑�
問
い
合
わ
せ
先
／
役
場
町
民
課
住
民
係

☎
４
８
２
‐
２
９
３
４（
課
直
通
）ま
で
。

第３回

戸籍証明の様式などが変わります
現在 電算化後

戸籍謄本（全員） 戸籍の全部事項証明
名称

戸籍抄本（個人） 戸籍の個人事項証明

書式
縦書き
文章体
漢数字のみ

横書き
箇条書き（項目ごと）
算用数字

用紙 白紙
Ｂ４判またはＢ５判

改ざん防止用紙
Ａ４判

公印 朱印 電子印（黒印）

（図１）現在の戸籍謄本
　　　（電算化後は「平成改製原戸籍」となります）

（図２）�電算化後の全部事項証明書

　広報てしかが12月号からお知らせしてきた戸籍事務
の電算化が、いよいよ始まります。本町に本籍がある
方の戸籍と附票を、紙による記載管理からコンピュー
ターによるデータ管理に置き換えます。
　新しい証明書の発行は、３月19日㈪から行います。
　最終回の今回は、新しい証明書の表記についてお知
らせします。


